
京都市告示第   号 

 昭和６０年９月２６日京都市告示第１２８号(京都市道路占用許可基準)の一部を次のよ

うに改めます。 

  平成２６年１０月２１日                            

京都市長 門川 大作   

 第２４条を次のように改める。 

(広告幕) 

第２４条 道路の上空に設ける広告幕（連旗等を含む。）の占用については，第２条及び  

第３条の規定によるほか，次の各号に掲げるところによらなければならない。 

(1) 次に掲げる業務等のため，一時的に設けるものであること。ただし，交通安全啓発

等，継続的に設置する必要があると認められる場合は，常設することができる。 

  ア 国又は地方公共団体の所管業務   

  イ 学術，技芸，慈善その他の公益目的を有すると認められる行事等 

  ウ 伝統的な行事又は催事 

(2) 支柱は道路の区域内に設けないこと。ただし，公益上これにより難いと認められる 

ときは，この限りでない。 

(3) 広告幕は，街路樹，市街灯，信号機，道路標識その他これらに類する施設に架設しな

いこと。ただし，市街灯にあっては，その効用を妨げない位置に架設するときは，こ

の限りでない。 

(4) 広告幕は，落下，剥離等が生じないよう，風圧，地震その他の外力に対する強度を  

有する設置方法とすること。 

(5) 広告幕の最下部と路面との距離は，車道にあっては４．５メートル以上，歩道にあっ

ては２．５メートル以上とすること。ただし，架設元に巻き付けて設置するときは，

この限りでない。 

 第２４条の次に次の１条を加える。 

(商店会に対する特例)  

第２４条の２ 商店会による広告幕の占用については，第２条, 第３条及び前条第２号 

から第５号までの規定によるほか，次の各号に掲げるところによらなければならない。 

(1) 定例的に行われる行事又は売出しのため，一時的に設けるものであること。 

(2) 前条第３号（ただし書を除く。）のほか，高架構造（横断歩道橋を含む。）に架設しな
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いこと。 

(3) 道路と平行に設置すること。ただし，次に掲げる場所にあっては，横断方向に設置す

ることができる。 

ア アーケード下 

イ 商店会出入口の歩道上   

ウ 商店会出入口の８メートル以下の幅員の道路上 

   附 則 

 この改正基準は，告示の日から施行し，同日以降の許可に係る占用物件について適用す

る。 

 （建設局土木管理部道路河川管理課） 


